
 

無線局免許（再免許）申請書 

  令和  年  月  日 

 

四国総合通信局長 殿 

 

 

 

 

 

収入印紙貼付欄 

（割印不要） 

 

 

 

☑電波法第６条の規定により、無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則第４条

に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

□無線局免許手続規則第 16 条第１項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16

条の２の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

□無線局免許手続規則第 16 条第１項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16

条の３の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。 

 

また、上記の申請に併せて、電波法第 14 条の２の規定により、免許記録に記録されてい

る事項を証明した書面の交付を請求します。 

 

記 

 

１ 申請者 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 

 

 

 

都道府県－市区町村コード 〔            〕  

 

 

 

 

 

 

 

〒（７９０－８７９５） 

  愛媛県松山市味酒町２－１４－４ 

 

氏名又は名称及び代表

者氏名 

 

 

フリガナ  シコクソウゴウツウシンカブシキカイシャ 

ダイヒョウトリシマリヤク ソウムタロウ 

 

     四国総合通信株式会社 

代表取締役 総務太郎 

 

法人番号   ※法人のみ法人番号を記入 

 

２ 電波法第５条に規定する欠格事由 

開設しようとす

る無線局 
無線局の種類（法第５条第２項各号） 

☑ 該当 

□ 該当しない 

相対的欠格事由 処分歴等（同条第３項） □ 有  ☑ 無 

 

記 載 例 

提出する日を記入してください 

備考の合計金額分の国の収入印紙を重なら

ないように貼付してください 

※印紙税納付計器での納付はできません 

登記されている本社(本店)住所を記入してくだ

さい。工場・支店等では受付不可。 

市町村コードは住所を記入していれば不要です

 

申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行

わない場合は、当該部分を削除すること 



 

 

３ 免許又は再免許に関する事項 

 

 

 

 

 

 

①  無線局の種別及び局数 簡易無線局 ５局  

 

 

 

 

 

②  識別信号 100000001 ～ 100000005 

③ 免許の番号  

④ 免許の年月日  

⑤ 希望する免許の有効期間 ５年より短い期間を希望する場合のみ記入してください 

⑥ 備考 （記載例）５Ｗ １局×3,700円＋証明書１通×480円 

     １Ｗ １局×3,450円＋証明書１通×480円 

                              合 計  8,110円 

 

４ 電波利用料 

① 電波利用料の前納 

 

 

 

 

電波利用料の前納の申出の有無 □有    ☑無  

 

 

 

電波利用料の前納に係る期間 

 

 

□無線局の免許の有効期間まで前納します（電波法

第 13条第２項に規定する無線局を除く。）。 

□その他（    年） 

② 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。） 

□１の欄と同一のため記載を省略します。 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 

 

 

 

都道府県－市区町村コード 〔             〕  

 

 

 

 

 

 

〒（７９０－８７９５） 

  愛媛県松山市味酒町２－１４－４ 

 

部署名 

 

 

フリガナ ｼｺｸｿｳｺﾞｳﾂｳｼﾝｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾑｾﾝﾂｳｼﾝﾌﾞ ﾑｾﾝﾂｳｼﾝｶ 

   四国総合通信株式会社 無線通信部 無線通信課 

 

 

５ 申請の内容に関する連絡先 

 

 

 

 

 

所属、氏名 

 

 

フリガナ ﾑｾﾝﾂｳｼﾝﾌﾞ ﾑｾﾝﾂｳｼﾝｶ ﾃﾞﾝﾊﾟ ﾀﾛｳ   

 

 

 

 

 

   無線通信部 無線通信課 電波 太郎 

電話番号    ０８９―〇〇〇―○○○○ 

電子メールアドレス  
 

申請手数料に併せて免許事項証明書の交付請求

手数料を内訳と合計を記入してください 

納入告知書の送付先を「申請者住所以外」に希望する場合は送付

先を記入してください。(個人名は記入しないでください) 

申請内容に関する問い合わせ先を記入してください。

※日中に連絡が可能な連絡先を記入してください。 

該当する方にチェックをして下さい 

「有」の場合、希望する期間もチェック

してください 



簡易無線局を新規に開設する場合

１枚目

４

11

赤色：申請者の情報により内容が異なります。
青色：記載のまま記入してください。
※グレーで塗りつぶした部分は、記入いただく必要はございません。

都道府県－市区町村コード　〔　　　　　　　　　　　〕

無線局事項書及び工事設計書
四Ｋ第　　　　　号～第　　　　　号（５局分）

電話番号（　０８９　）９３６－５０３５

当社(当団体・私)は製造販売業を営んでおります。この度、業務の
効率化を図るため簡易無線局を開設いたしたく申請いたします。

６　住　所
〒（７９０－８７９５）
　　愛媛県松山市味酒町２－１４－４
　　※住所は本社(登記されている)の所在地を記入

２　申請（届出）の区分
３　無線局の種別コード

５　法人団体個人の別

１　免許の番号
☑開設　□変更　□再免許
ＣＲ

☑法人　□団体　□個人

　開設、継続開設又は変更を必要
とする理由

□設置場所　☑常置場所

９　工事落成の予定期日
□日付指定：　　．　　．　　.
□予備免許の日から　　月目の日
□予備免許の日から　　日目の日

区分

住所

10　運用開始の予定期日

□免許の日
□日付指定：　　 ．　　．　　.
□予備免許の日から　　月以内の日
□免許の日から　　月以内の日

　無線設
備の設置
場所又は
常置場所 船舶名

８　希望する運用許容時間

フリガナ　シコクソウゴウツウシンカブシキカイシャ
７　氏名又は名称及び代表者氏名

四国総合通信株式会社

主たる停泊港又は定置場

愛媛県松山市味酒町２－１４－４

都道府県－市区町村コード　〔　　　　　　　　　　〕

フリガナ

基本コード〔　　Ｐ　　〕 付加コード〔　　／　　〕
基本コード〔　　　　　〕 付加コード〔　　　　　〕

13　無線局の目的コード ＣＲＡ □従たる目的

12　移動範囲

14　通信事項コード ＣＲＡ
15　通信の相手方 免許人所属の簡易無線局

17　電波の型式並びに希望する周
　波数の範囲及び空中線電力

５Ｋ８０　Ｆ１Ｄ　Ｆ１Ｅ
465.096875MHz～465.153125MHz　6.25kHz間隔　10波　5W
467MHz～467.4MHz　　　　　　　6.25kHz間隔　65波　5W

しこくそうつう１～５　　※アナログ用　申請者略称＋数字

100000000　～　100000005　※デジタル用　９ケタの数字16　識別信号

18　送信機

100000000000　※アナログ用　１２ケタの数字

＊＊＊＊＊＊製造番号

適合表示無線設
備の番号

００１＊＊＊＊＊＊＊

ＡＴＩＳ番号
個体識別コード
検定番号

22　備考

工
事
設
計
書
（

検
定
合
格
機
器
又
は
適
合
表
示

無
線
設
備
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

☑電波法第３章に規定する条件に合致する。

20　附属装置
Ｄ 電波の型式にＦ２ＤやＦ１Ｄがある場合はＤを記入

コード 補足事項
Ｓ トーンスケルチまたはデジタルコードスケルチの場合

基本コード

21　その他の工事設計

付加コード 偏波面コード

19　空中線
空中線型式等

高さ(ｍ)
利得(dBi)

２局以上の場合は記載

開設する理由を明確に書
いてください。業種(運輸
業、製造販売業)など記入

法人名・団体名を正式名
称で記入してください。
団体の場合、代表者の役
職、代表者氏名を記入。

常置場所周辺の場合
基本コード Ｐ
付加コード ／

四国管内

基本コード Ｇ

その他はお問い合わせく

デジタル用
無線機に記載されている
ＣＭＳ番号を記入してくだ

無線機の製造番号を記
入してください。連番の場
合のみ、「～」でつないで

使用する周波数を記入し
てください。

技術基準適合証明番号ま
たは設計認証番号を記入
してください。

移動しない局は記入してく

アナログでトーンスケル

チまたはデジタルコードス

ケルチ(ＤＣＳ)を使用する

場合。いずれかを記入。
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